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１ 子供・子育て支援における施策の充実 

（提案要求先 内閣官房・厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局・産業労働局） 

 

＜現状・課題＞ 

 国の子ども・子育て会議では、新制度による子供・子育て支援の「量的拡充」

と「質の改善」の実現のためには、１兆円超の財源が必要とされていたが、新制

度が施行された平成２７年度以降、予算措置額は７千億円の範囲となっている。

子育て支援施策の更なる拡充を進めるためには一層の財源確保が必要である。 

 公定価格の地域区分については、令和２年度に、国家公務員等の地域手当の設

定がある区市町村で、より支給割合の高い自治体に囲まれている場合は、囲んで

いる自治体のうち、支給割合が最も近い自治体の地域区分まで引き上げる見直し

が行われた。しかし、見直しによってもなお、同一の生活圏や経済圏を構成する

周辺の自治体と比較して低い設定となっている自治体もあり、そうした自治体か

らは、人材確保に支障が生じる等の懸念が示されている。 

また、基本分単価や地域区分、減価償却費加算、賃借料加算等の額、保育所等

の施設整備費補助、利用者支援事業等の運営費などが、大都市の実情に応じた額

になっていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 保育所待機児童対策をはじめ、地域の子育て支援、社会的養護の充実など、子

供・子育て支援施策の強化・推進を図るため、恒久的、安定的財源を十分に確保

するとともに、公定価格の単価などについて大都市の実情に応じた財政支援を行

うこと。 

 また、公定価格の地域区分については、各区市町村からの意見を聴いた上で地

域の実情を踏まえた設定をすること。 

 

 

 

１ 少子社会対策の推進 

（１）子供・子育て支援のための財源を十分に確保すること。 

（２）多様な保育ニーズに対応するため、認証保育所の実績を認め、

財政措置を講じるとともに、地方自治体の裁量を拡大するなど

規制改革を行うこと。 

   また、保育所等の整備を促進するための税制措置を講じる

こと。 
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＜現状・課題＞ 

 女性の社会進出等により、潜在需要を含め依然として高い保育ニーズに的確に

対応し、子供・子育て支援施策を更に充実させるためには、地方自治体の裁量を

拡大するなど規制改革を行う必要がある。 

 都の認証保育所制度は、０歳児又は１歳児保育や１３時間開所を全ての施設で

実施し、大都市特有の多様な保育ニーズに対応するなど、都の保育施策の重要な

柱の一つとなっている。こうした実績があるにもかかわらず、都の認証保育所は

国の財政支援の対象とされていない。 

 地域型保育事業では、設備・運営に関する基準の多くが、国の基準に従うもの

とされており、例えば、家庭的保育事業についても自園調理を原則とするなど、

事業形態等に即さない基準が設けられている。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 多様化する保育ニーズに対応し、全ての子供と子育て家庭が保育の必要度に応

じてサービスを利用できるよう、地方自治体の裁量を拡大するなど規制改革を行

うとともに、保育所等の整備を促進するための税制措置を講じること。 

（１）区市町村や保育サービスを提供する事業者が、保育所整備に積極的に取り

組むことができるよう、保育所や認定こども園の認可基準について地方自治

体の裁量を拡大し、施設の設備・運営基準を弾力的に定められる制度とする

こと。 

   また、小規模保育、家庭的保育、事業所内保育など地域型保育事業につい

ても同様に、地方自治体の裁量を拡大すること。 

（２）３歳未満の低年齢児を中心に受け入れ、育児休業明けなど年度途中の入所

ニーズにも柔軟に対応している都の認証保育所の実績を認め、認証保育所を

国の制度に位置付け、十分な財政措置を講じること。 

（３）保育所等への用地供給を促進するため、保育所等の敷地として貸与されて

いる土地の相続税及び贈与税を非課税とすること。 

 

 

＜現状・課題＞ 

 育児・介護休業法等の改正により、平成２９年１０月から、原則１歳までの育

児休業期間について、６か月の延長が２回まで（２歳まで）可能となり、それに

合わせ育児休業給付金の支給期間も延長された。 

 しかし、延長が認められるのは、保育所等の利用を希望しているが入所できな

い等の事情がある場合に限られており、その結果、例えば、保育所入所保留通知

書を求めて入所申込をするケースなども見受けられる。 

新型コロナウイルス感染症の影響により区市町村から登園を控える旨要請がな

（３）働きながら子育てしやすい環境づくりを進めるため、育児休

業制度について、期間延長の条件撤廃や給付金の給付率引上げ、

事業主による制度実施の徹底など制度改革を行うこと。 
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され育児休業を延長した保護者について、認可保育所の内定を受けている場合に

は暫定的に育児休業給付金が支払われているが、認証保育所の利用のみを希望し

ていた場合には育児休業給付金の給付対象となっていない。 

 育児休業給付金の給付率は育児休業開始から６か月間は６７パーセント、その

後は５０パーセントとされており、家計収入が減となるといった理由から、育児

休業を切り上げざるを得ない場合がある。 

 事業主は従業員が育児休業の取得を申し出た場合、原則、認めなければならな

いが、事業主が不当な取扱いをした場合の罰則等は設けられていない。 

 働きながら子育てしやすい環境づくりを進めるためには、保育施策の充実だけ

ではなく、育児休業制度の見直しも必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 育児休業を希望する子育て家庭が安心して制度を利用できるよう、以下の点に

ついて関係法令の改正等、必要な措置を講じること。 

（１）保育所等に入所できない場合等、育児休業期間延長の条件を撤廃すること。 

（２）新型コロナウイルス感染症に係る育児休業給付金の暫定的取扱いについて

は、都の認証保育所等、地方が独自に実施する保育サービスにおいても認可

保育所と同様に取り扱うよう、速やかに対応すること。 

（３）育児休業給付金について、現行の給付率を更に引き上げること。 

（４）希望する従業員に育児休業を取得させない等の事業主に対しては企業名の

公表や罰則を設ける等、制度実施を徹底するための方策を講じること。 

 

 

＜現状・課題＞ 

国の制度の多子世帯の保育料負担軽減は、年収３６０万円未満の世帯や第１子

が保育所等を利用している世帯が対象であり、収入制限や年齢制限がある。さら

に、負担軽減の対象となる児童が利用する施設は、認可保育所や家庭的保育事業

等とされており、一定の基準を満たす認可外保育施設等は対象となっていない。 

都は、世帯に係る要件を緩和するとともに、認証保育所や一定の基準を満たす

認可外保育施設等の利用について、国制度の対象とならない世帯も含めた全ての

多子世帯の保育料の負担を軽減している。 

 

＜具体的要求内容＞ 

多子世帯への保育料負担軽減の第１子の年齢制限や、収入制限を撤廃するとと

もに、一定の基準を満たす認可外保育施設等も多子世帯への保育料負担軽減の対

象施設とするなど、多子世帯に対する支援を拡充すること。 

 

 

（４）多子世帯に対する支援を拡充すること。 
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＜現状・課題＞ 

令和３年５月に成立した「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関す

る法律」（令和３年法律第５７号）では、幼稚園教諭や保育教諭を含む教員につ

いて、資格管理の厳格化が法定化されたほか、附帯決議において、わいせつ行為

を行った保育士の実態調査を進めるとともに、早期に保育士資格についても、教

員と同様の仕組みを検討することとされていた。 

令和４年６月「児童福祉法等の一部を改正する法律」（令和４年法律第６６号）

が成立し、児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化が盛り込まれ

た。改正の具体的内容としては、保育士の欠格事由に係る登録禁止期間の延長や、

保育士の取消事由に「児童へのわいせつ行為を行ったと認められる場合」の追加、

児童へのわいせつ行為により保育士登録を取り消された者の再登録時の審査の仕

組みの導入が明記されているが、どのような場合にわいせつ行為を行ったと認め

られるのか、また、どのような場合に再登録が可能となるのかなどの詳細は示さ

れていない。保育士資格は国家資格であることからも、都道府県によってその取

扱いに差異が生じることは適当でなく、全国統一の明確な基準が必要である。 

また、わいせつ行為により登録を取り消された者について、再登録時の審査の

仕組みが導入されるものの、現行の保育士登録の手続き上、申請者が新規登録希

望者であるか、再登録希望者であるか、確認することはなく、犯罪歴等の確認に

ついても自己申告である。児童へわいせつ行為を行った保育士等の情報に係るデ

ータベースが整備され、雇用主が保育士の雇用の際に当該情報を活用できること

になる旨も明記されたが、保育士登録の審査において、当該データベースの活用

は想定されておらず、不適切な再登録の防止にはつながらない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

わいせつ行為を行った保育士の取消及び再登録について、早期に統一的かつ明

確な基準とその具体的な運用方法を明示すること。また、わいせつ行為を行った

保育士等の情報に係るデータベースについて、再登録時も含め、効果的に活用で

きる方策を検討した上で、早期に整備すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）保育士登録制度の見直し等に向けた検討、必要な法整備等を

行うこと。 
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２ 多様な保育ニーズに対応するための支援の充実 

（提案要求先 内閣官房・財務省・厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 都においては、待機児童の解消に向け、保育の受け皿確保は引き続き課題となっ

ている。保育サービスの整備について、国は交付金や補助金で一定の支援を行って

いるものの、近年、建築資材や労務単価、建物の賃借料が高騰し、実勢と補助基

準額とが大きくかい離している。平成２９年度からは、都市部における保育所への

賃借料支援が盛り込まれているが、都内の実勢に対応した補助水準となっておら

ず、平成３０年度からは、特別区及び財政力指数が１．０を超える市町村について

は、交付額が従前の１０分の９に縮小されている。また、国は定期借地権設定の

ための一時金加算の創設など、土地借料への支援の充実を図っているが、普通借

地権の場合の開設後の土地借料に対する補助がないなど、補助水準が十分でない。 

 保育所等整備交付金は、協議受付時期が年５回に限られていることや、協議受

付から内示まで２か月程度かかることから、設計着手までに時間を要している。 

 賃貸物件による保育所改修費等補助は、工事期間が複数年度にわたる場合は補

助対象外とされており、迅速な整備に支障を来している。また、近隣住民等への

配慮から防音対策を講じるための防音壁設置費が補助対象となっていない。 

 保育所等の設置に向けた近隣住民との調整では、防音壁以外にも、園庭の砂ぼ

こり対策などが必要となる場合もあるが、こうした外構工事が補助対象となって

いない。 

 都内の一部の自治体では、大規模マンションの建設地域や通勤等の利便性が高

い駅周辺等に保育ニーズが集中し、その他の周辺地域では空きが発生するなど、

自治体の中でも保育サービスの地域偏在が生じており、今後は、マッチングの促

進など、地域の実情に応じた支援を充実していく必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）保育サービスの確保に取り組む区市町村が、保育所等の整備を着実に進め

られるよう、保育所等の整備に関する交付金等の補助額、補助率を引き上げ

るとともに、必要な財源を確保すること。 

（２）建物賃借料に対する補助基準額を実勢に対応した水準に引き上げるととも

に、開設後の土地借料に対する財政支援を行うこと。 

（３）保育所等整備交付金の内示手続を迅速に行うこと。 

（４）賃貸物件による保育所改修費等補助について、複数年度にわたる工事や防

音壁設置費を補助対象とすること。 

（５）保育所等の整備費のうち、地域住民との調整で必要となる外構工事に要す

る経費を補助対象とすること。 

（６)地域の実情に応じた保育の受け皿確保が進むよう、広域的保育所等利用事業

の実施促進に向けた改善等、支援を充実すること。 

（１）保育所等の整備促進に係る支援を充実すること。 
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＜現状・課題＞ 

 国は、介護施設を整備する場合に限り、国有地の貸付料を減額しているが、そ

の他の分野は減額対象とされていないため、地価の高い都市においては活用が図

りにくい。 

 また、国から社会福祉法人への直接貸付けは可能となったものの、株式会社や

特定非営利活動法人などの事業者に対する直接貸付けは認められていない。 

  

＜具体的要求内容＞ 

 国有地の貸付けに当たっては、低廉な価格で児童福祉施設を整備することがで

きるよう、貸付料の減額を行うこと。 

また、国から社会福祉法人以外への直接貸付けも可能とすること。 

 

 

＜現状・課題＞ 

 保育所待機児童の解消に伴う近年の保育所整備等の増加により、都内における

保育人材の需要が大きく伸びている。令和３年度から令和６年度末までに全国で

約１４万人分の保育の受け皿を整備するためには、サービスの担い手となる保育

人材の確保及び定着が重要である。 

 保育士宿舎借り上げ支援事業は、平成２９年度から、採用後１０年目までの保

育士へ対象が拡大されたが、令和５年度は、採用後７年目までに縮小される見込

みである。また、保育士以外の職員は補助対象となっていない。 

 また、平成３０年度からは、待機児童数が５０人未満かつ有効求人倍率が全国

平均を超えていない区市町村、令和２年度からは、直近２か年の待機児童数が連

続して５０人未満かつ直近２か年の有効求人倍率が連続して全国平均以下の区市

町村、令和３年度からは、直近２か年の有効求人倍率が連続して２未満の区市町

村について、対象が採用後５年目までとされたほか、平成３０年度から、特別区

及び財政力指数が１．０を超える市町村については、交付額が従前の４分の３に

縮小されている。 

 さらに、令和２年度からは、補助基準額について、周辺の自治体と比較して低

い設定とされている自治体もあり、そうした自治体からは、離職者の増加や周辺

自治体への人材流出により保育士確保に支障が生じる等の懸念が示されている。 

 国は、保育士のキャリアアップの仕組みとして、「キャリアアップ研修」の受

講を要件に、技能経験を積んだ職員に対し、追加的処遇改善を行うこととした。

キャリアアップ研修受講修了者の情報管理は、全国統一のシステムが必要になる

と想定されるが、詳細が示されていない。 

（２）国有地の貸付けについて、貸付条件を見直すこと。 

（３）安定的に保育人材が確保できるよう、保育士宿舎借り上げ支

援事業等について制度運用の改善を図ること。 
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  また、e ラーニングによる研修実施について、国は調査研究結果を取りまとめ

たが、具体的な実施方法は各都道府県に委ねられており、全国で一定の水準が求

められる研修の質に差が生じる懸念がある。 

  さらに、国は、保育所等における園内研修の受講により、キャリアアップ研修

の研修時間を最大４時間短縮できるとしたが、その運用方法について、詳細が示

されていない。 

 なお、国は、令和４年度をめどに本研修の受講を処遇改善等加算Ⅱに係る要件

とすることを目指していたが、新型コロナウイルス感染症の影響による研修の中

止及び延期を踏まえた研修の受講状況や実施状況調査結果を基に、令和３年９月

に研修修了要件の取扱いについて示した。 

 国の平成２７年度補正予算では、保育士修学資金貸付事業の拡充のほか、保育

補助者雇上費用や潜在保育士の就職準備金等新たな貸付事業等が創設された。こ

れらの貸付事業に係る事務費は上限額が定められており、貸付実績の伸びに伴う

事務量の増加により、システム経費や債権管理経費など事務運営上必要な経費の

不足について実施主体の負担が懸念される。 

 平成２４年度から開始した保育士修学資金貸付事業は、５年間の就労により奨

学金の返済が免除となる仕組みが設けられたが、事業開始以前に一般の奨学金制

度を利用して資格を取得した保育士については、一定期間の就労に対する奨学金

の返済免除の仕組みがない。 

 支給認定、施設型給付費及び地域型保育給付費、処遇改善等加算における賃金

改善要件などの制度が複雑であるため、区市町村及び事業者に過度な事務負担が

生じていることに加え、処遇改善等加算Ⅰは都道府県をまたいで配分調整を行う

ことが可能となっているため、加算額の大部分が同一事業者の他道府県の保育所

等に配分される実態もある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）保育士宿舎借り上げ支援事業について、待機児童数や有効求人倍率にかか

わらず補助対象となる採用後の年数を同一とすること。また、採用年数の縮

小を見直すことや保育士以外の職員も補助対象とするよう制度の充実を図る

こと。 

   さらに、交付額が４分の３に縮小された区市町村について従前の算出方法

に見直すこと。 

   加えて、区市町村別に補助基準額を設定する場合、現基準より減額され、

周辺自治体と比較して低い額となる自治体の保育士確保が困難とならないよ

う配慮すること。 

（２）保育士等キャリアアップ研修受講者の情報を全国統一的に管理できる仕組

みを構築するとともに、e ラーニングによる研修実施方法や園内研修の取扱

いについて、全国統一のスキームを詳細に示すこと。また、研修終了要件の

適用時期について、引き続き新型コロナウイルス感染症による受講状況への

影響を把握し、必要に応じて見直すこと。 

（３）保育対策総合支援事業費補助金により実施されている保育士修学資金貸付

等事業について、事業の安定的な実施が可能となるよう、事務費の上限額を
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引き上げるとともに、債権管理経費を継続的に措置すること。 

（４）平成２４年度以前に奨学金制度を利用して資格を取得した保育士に対し、

一定期間保育士として就労した場合、奨学金の返済を支援する制度を設ける

こと。 

（５）支給認定や施設型給付費・地域型保育給付費等の仕組みを簡素な仕組みに

見直すとともに、公定価格の基本部分単価や事務職員雇上費加算等、給付費

を増額すること。 

（６）処遇改善等加算Ⅰについて、同一法人の他の教育・保育施設の職員への配

分額に上限を設けること。 
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３ 企業が取り組む次世代育成支援の推進 

（提案要求先 厚生労働省）            

（都所管局 産業労働局）  

 

＜現状・課題＞ 

 急速な少子化の進行は、我が国の社会経済活動においても深刻な影響を与える

ものであることから、企業における労働環境の整備や子育てと仕事を両立するた

めの方策を推進していく必要がある。 

令和３年度雇用均等基本調査によると、従業員の育児休業取得率は、女性が８

５．１％である一方、男性は１３．９７％となっており、男性の育児休業の取得

は十分に進んでいない。 

男性の育児休業の促進に向けては、「産後パパ育休」の施行や労働者に対する

個別の制度周知・意向確認の義務化などが盛り込まれた改正育児・介護休業法が

令和４年４月から順次施行されたことを踏まえ、社会的機運の醸成や企業に対す

る支援の充実を図り、職場の意識改革など、企業における取組を進めていく必要

がある。 

また、平成２９年１０月から、原則１歳までである育児休業を６か月延長して

も保育所に入れない場合等に限り、更に６か月（２歳まで）の再延長が可能とな

った。さらに、事業主に対し、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労

働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度（育児目的休暇等）の措置を設

けることが努力義務となったが、これらが職場で活用されるには、事業主への周

知啓発を強化する必要がある。 

（１）男性の育児休業取得の促進に向け、「産後パパ育休」の施行

や労働者に対する個別の意向確認の義務化など、法改正内容の

周知徹底等により、社会的機運の醸成や企業における取組に対

する支援の強化を図ること。 

（２）中小企業の従業員等が、育児・介護休業法に基づく育児休業

期間の延長を活用できるよう、企業の自主的な取組を推進する

とともに、小学校就学後も利用できる所定労働時間の短縮措置

等が図られるようにする等両立支援制度の導入と定着に向けた

施策を充実すること。 

（３）いわゆるマタハラ・パタハラ等の防止措置など、育児・介護

休業法における企業の義務について、周知徹底を図るとともに、

適切に指導監督を行うこと。 
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加えて、保育との受入れ時間の差などがある小学校就学後も従業員が利用でき

る所定労働時間の短縮措置や育児目的休暇など、子育てと仕事の両立に向けた柔

軟な働き方ができる制度の導入や定着に自主的に取り組む中小企業等に対する支

援も重要である。 

なお、育児・介護休業法では、安心して育児と仕事の両立が図れるよう、いわ

ゆるマタハラ・パタハラ等の防止措置が義務化され、令和２年６月からは事業主

及び労働者の責務等、防止策が強化されている。こうした内容についても周知徹

底を図るとともに、措置を行わない事業者に対しては適切に指導監督を行う必要

がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）男性の育児休業取得の促進に向け、「産後パパ育休」の施行や配偶者の妊

娠・出産の申出をした労働者に対する個別の制度周知・意向確認の義務化な

ど、法改正内容に関する周知徹底等により、社会的機運の醸成や企業におけ

る取組に対する支援の強化を図ること。 

（２）中小企業の従業員等が、育児・介護休業法に基づく育児休業期間の延長を

活用できるよう、企業の自主的な取組を推進するとともに、助成金の拡充や

普及啓発の強化、小学校就学後も利用できる所定労働時間の短縮措置等が図

られるようにするなど両立支援制度の導入と定着に向けた施策を充実すること。 

（３）安心して育児と仕事の両立ができるよう、いわゆるマタハラ・パタハラ等

の防止措置など、育児・介護休業法における企業の義務について、周知徹底

を図ること。また、企業が対応すべき措置義務が適切に行われるよう、指導

監督を行うこと。 

 

 

参  考 

 

【改正育児・介護休業法の概要】(育児関連部分) 

(施行日 下記１・２：令和４年４月１日 ３・４：令和４年１０月１日 ５：令

和５年４月１日) 

１ 個別の周知・意向確認の措置の義務付け 

 妊娠・出産の申出をした労働者に対し事業主から個別の制度周知・休業取得の 

意向確認を義務付け 

２ 有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和 

 有期雇用労働者の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が１年以 

上である者」を廃止 

３ 出生時育児休業の新設（「産後パパ育休」） 

４ 育児休業の分割取得 

 育児休業（３の休業を除く。）について分割して２回まで取得可能とする。 

５ 育児休業の取得状況の公表の義務付け 

 常時雇用労働者数１,０００人超の事業主に対し、育児休業取得状況の公表を義

務付け 
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【育児・介護休業法の概要】(育児関連部分) 

１ いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置義務の新設 

（１）事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取

扱いは禁止 

（２）上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌

がらせ（いわゆるマタハラ・パタハラなど）を防止する措置を講じること

を事業主へ新たに義務付け 

（３）派遣労働者の派遣先にも以下を適用 

・育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止 

・妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置

の義務付け 

２ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止策強化 

事業主及び労働者の責務、事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱

いの禁止 

３ 子の看護休暇について時間単位での取得が可能 

４ 育児のための所定労働時間の短縮措置 

  子の年齢が３歳までは措置義務、３歳から小学校就学までは努力義務 
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（提案要求先 内閣官房・厚生労働省） 

               （都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

児童相談所は、子供を守る中核機関として、安全確認、安全確保を第一に迅速、

的確な対応が求められているが、家庭や地域における養育機能が低下している中

で、児童虐待や非行など、子供や家庭に関する深刻な相談が増加し、その内容も

複雑、困難化している。 

また、それに伴い、一時保護件数も増加している。 

様々な課題を抱える子供と家庭に的確に対応するためには、児童相談の一義的

な窓口である区市町村も含め、児童相談体制の更なる強化が不可欠である。 

令和４年６月に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」（令和４年法

律第６６号。以下「児福法等改正法」という。）では、一時保護所の設備及び運

営の基準の設定や、一時保護開始時の司法審査の導入や児童相談所の調査権等が

盛り込まれている。      

一時保護施設では、年齢も主訴も異なる児童が一緒に生活しており、多くの児

童は、虐待による愛着障害や発達障害など様々な課題を抱えている。 

また、児童養護施設とは異なり、緊急保護や夜間における身柄付き通告による

保護もあるほか、日中も常時児童が生活しており、日々の入退所により常に児童

の入れ替わりがあるため、職員の負担感も大きい。 

さらに、心身疾患や障害がある児童等も増えており、医療的な援助が必要な保

護児童に対しては、医療機関等への一時保護委託を行い、よりきめ細かなケアを

提供する必要があるが、委託費の単価は十分ではない。 

司法審査については、一時保護開始時から７日以内に一時保護状を請求すると

されているが、保護者の同意を得るためのケースワークの期間を考慮するなど現

場の状況に応じた柔軟な対応をするほか、提出資料については様式等を簡便にす

るなど、現場に過度な負担が掛からないようにする必要がある。 

児童相談所の調査権については、対象機関が限定されており、また、応諾義務

がないため、必要な情報を入手することが難しい場合がある。 

保護者の働き方が多様化する中、児童相談所の相談援助活動においては、勤務

時間外における家庭訪問や保護者面接等が増えているほか、夜間における身柄付

き通告による一時保護も増えている。限られた人員体制の中で、児童相談所がよ

り迅速かつ的確に重篤な虐待対応を行うとともに、専門的知見を生かした相談援

２ 児童相談体制の一貫した充実強化 

（１）児童相談所の相談体制や一時保護体制の強化を図ること。 

（２）児童相談所の職員の専門性向上・人材確保を図ること。 

（３）虐待の未然防止に向け、区市町村の相談支援機能を強化する

こと。 
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助活動に注力できるよう、民間機関の活用も必要である。 

相談援助業務を担う児童福祉司等は、家族関係も踏まえた虐待に係るリスクな

どを的確に評価する高いアセスメント力が求められており、さらに、必要な場合

には、躊躇なく一時保護等の法的対応を講ずるなど高度な専門性を発揮していか

なければならない。 

そのためには、質の高い人材を計画的に確保し、育成していくことが喫緊の課

題である。 

国が平成３０年１２月に取りまとめた「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」

では、児童福祉司については人口３万人に対して１人、児童心理司についてはそ

の半数を配置することとしており、今後、更なる人材確保・育成策及びそのため

の財源が必要となる。 

都では、区市町村に子供家庭支援センターを設置し、児童相談所と連携・協働

・分担しながら地域の子供と家庭に関するあらゆる相談に対して総合的な支援を

行っている。 

子供家庭支援センターにおいては、要保護児童対策地域協議会における登録ケ

ースや児童相談所からの事案送致件数の増加に伴い、業務負担が増大しているた

め、相談体制の充実強化や相談員の専門性の向上が急務である。子ども家庭総合

支援拠点の運営費については、常勤職員は地方交付税措置、非常勤職員は DV 補助

金により財政措置されているが、地方交付税措置の常勤職員の配置基準は、こう

した都内の子供家庭支援センターの運営実態を反映したものになっておらず、不

十分である。 

児福法等改正法では、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び

事業の拡充が示された。新たに明記されたこども家庭センターは、現行の子育て

世代包括支援センター（母子保健部門）と子ども家庭総合支援拠点（児童相談部

門）の一体的運営を行うとしているが、実効性を担保する具体的な方策が示され

ておらず、また、財源措置についても現時点では明らかになっていない。 

都においては、昨年度から、地域の身近な区市町村において、児童相談部門と

母子保健部門が一体となり、妊娠期からきめ細かなニーズを把握し早期に支援に

つなげ、虐待を未然に防止する予防的支援の取組を開始しているが、こども家庭

センターにおいても、こうした視点に立って体制を構築する必要がある。 

また、家庭支援事業の「措置」については、意思決定の手続や住民に対する丁

寧な説明など業務量が増大するため、区市町村の体制強化が必要である。措置に

よるショートステイ（子育て短期支援事業）については、児童相談所による一時

保護との違い（役割分担）を明確にする必要もある。 

  

＜具体的要求内容＞ 

（１）児童相談所の相談体制や一時保護体制の強化を図ること。 

① 児福法等改正法では、一時保護施設の設備及び運営を条例で定めること

とされているが、その前提となる内閣府令で定める基準について、国の調

査研究や検討状況、参考条例文を含め、令和４年度内に確実に示すこと。

職員体制については、多職種が連携し保護児童の支援や行動診断を行える

よう、児童指導員や保育士だけではなく、看護師、心理士、学習指導を行う
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職員や、職員の育成を担うスーパーバイザーの配置も明確に示すこと。 

また、入退所や生活支援の業務に２４時間対応をするための交代制勤

務を組むことが可能となる職員の配置基準を示すこと。 

② 一時保護開始時の司法審査の導入に当たっては、自治体の意見を十分に

聞き、児童相談所に過度の業務負担が生じないような措置を講じること。 

また、児童相談所の調査権については、刑事訴訟法第１９７条や弁護

士法第２３条と同様に「公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報

告を求めることができる」のように対象機関を限定しないこと。さらに、

児童相談所の調査権に対する応答義務を明記すること。 

③ 児童相談所における体制整備について、必要な財政措置を講じること。 

また、児童相談所が重篤な虐待対応や専門性が求められる相談援助活

動に注力できるよう、民間機関を活用できる範囲を具体的に示すなど、児

童相談所の業務の効率化に向けた支援の充実を図ること。 

④ 障害児、医療的ケアを必要とする児童等、児童相談所の一時保護所では

対応が難しい生命の安全確保や介護に十分な配慮を要する児童の支援に

ついて一時保護委託費の単価の引上げなど充実を図ること。 

（２）児童相談所の職員の専門性向上・人材確保を図ること。 

① 児童福祉司、児童心理司の実践力向上に資するよう、アセスメントの手

法に係る研修カリキュラムや演習型研修の手法を構築するとともに、児童

福祉司・児童心理司の対応ケースについて分析し、得られたノウハウを提

供するなど、職員の専門性向上のための方策を講じること。 

② 一時保護施設では、虐待により傷つき、対応が困難な児童も入退所する

など、支援を担う職員には高い専門性が求められることから、専門研修カ

リキュラムの提示など職員のスキルアップの方策を講じること。 

③ 児童福祉行政及び法的対応や行政実務に卓越した経験と能力を有する

人材を児童相談所長に任用できるよう、その資格要件を拡大すること。 

④ 各地方自治体が児童福祉司等の質の高い人材を安定的に確保できるよ

う、学生等の若年層に対して、児童相談所の業務内容や魅力を分かりやすく

発信するなど、国レベルで訴求効果の高い普及啓発を継続的に行うこと。 

（３）虐待の未然防止に向け、区市町村の相談支援機能を強化すること。 

① こども家庭センターの設置や区市町村における措置制度の創設などに

当たっては、地方自治体の意見を十分に踏まえた上で、実効性のある制度

にすること。特に、こども家庭センターの設置に向けては、母子保健部門

と児童相談部門の効果的な連携策を具体的に示すとともに、業務負担に見

合う人材の配置が可能となるよう十分な財政措置を講じること。 

② こども家庭センターが設置されるまでの間、区市町村が安定的に支援拠

点を運営できるよう、財政措置の充実を図ること。 
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（提案要求先 内閣官房・厚生労働省） 

               （都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

新型コロナウイルス感染症について、令和２年４月７日、令和３年１月７日及

び同年４月２５日に、新型インフルエンザ等特別措置法（平成２４年法律第３１

号）第３２条に基づく緊急事態宣言が発出され、母子保健事業においても、その

趣旨に留意し、原則として集団での乳幼児健康診査実施を延期する措置がとられた。 

 また、緊急事態宣言が解除されている期間においても、乳幼児健康診査におけ

る新型コロナウイルス感染症対策として、三密を回避することから実施回数を増

やし、１回の人数を減らしながら事業を継続しており、事業費が大幅に増加して

いる。 

 国庫補助金である母子保健衛生費補助金については、令和３年度補正予算に計

上されている「幼児健康診査個別実施支援事業」は令和４年度に繰り越され、三

密を回避するため、１歳６か月健診、３歳児健診を医療機関における個別健診へ

と切り替えた場合の区市町村の負担が軽減されている。一方、集団で行う乳幼児

健康診査については、集団で行う際の１回当たりの人数を制限して複数回実施す

るなど、区市町村が創意工夫をした場合でも、特段、追加的な財政支援はなされ

ていない。 

 新型コロナウイルス感染症への対応として、母子保健事業において、感染症に

対する体制を整え、対策を徹底しつつ、事業を継続的に実施していくため、職員

が感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施していくための経費が必

要であるほか、来所者が使用するマスクや手指消毒液等の購入に係る経費も必要

となった。 

 衛生資材に係る経費は、利用者支援事業、乳児家庭全戸訪問事業等の、地域子

ども・子育て支援事業においては財政支援が講じられているところであるが、母

子保健事業には同様の財政支援が講じられていない。 

 

 

３ 新型コロナウイルス感染症に係る母子保健事業

の充実 

（１）新型コロナウイルス感染症の影響により、区市町村が実施す

る健康診査事業等の回数増に伴う追加的経費について、財政措

置を講じること。 

（２）母子保健事業において使用する衛生資材等、感染症対策に係

る経費について、財政支援を講じること。 
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＜具体的要求内容＞ 

（１）集団で行う健康診査について、１回当たりの人数を制限して複数回実施す

るなど、区市町村の創意工夫についても補助が出るよう財政支援を更に充実

すること。 

（２）母子保健事業において、感染症対策を講じるために必要な衛生資材に係る

経費についても、財政支援を講じること。 
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１ 大都市にふさわしい介護報酬及び施設基準の見直し 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

 介護報酬は、介護サービスに要する平均的な費用の額を勘案しており、地域ご

との人件費の地域差を調整するため、地域区分を設定し、地域別・人件費割合別

（サービス別）に１単位当たりの単価を定めている。 

 地域区分については、統一的かつ客観的に設定する観点から、原則として、民

間事業者の賃金水準等を反映させたものである公務員（国家・地方）の地域手当

に準拠して設定しているが、公平性・客観性を担保する観点から、隣接地域の状

況によって、級地の変更を認める特例や経過措置が講じられている。 

しかし、これらによってもなお同一の生活圏及び経済圏を構成する周辺の自治

体と比較して低い設定となっている保険者もあり、そうした保険者からは、今後

のサービス事業の経営や人材確保に支障が生じる等の懸念が示されている。 

 また、地域区分の各サービスの人件費割合については、人員基準で規定してい

る介護、看護等の職種のみを勘案するという考え方を国は示している。この人件

費割合は、介護報酬改定に向けて国が実施する介護事業経営実態調査の結果等を

踏まえて、見直しが行われているが不十分であり、現行の介護報酬上の人件費割

合と、介護事業経営実態調査における収入に対する給与費の割合にはかい離が生

じている。 

 介護事業所・施設においては、人員基準で規定していない事務員等の人件費も

含めて介護報酬で賄うことが求められていることから、実態に即した人件費割合

を設定するとともに、その設定の根拠等についても明らかにすべきである。 

 なお、国は、減価償却費・物件費には有意な地域差が見られないこと及び土地

代等が反映する居住費は原則として給付対象外となっていることから、人件費以

外の費用については地域差を勘案する必要がないとの考え方を示している。 

 しかし、建築価格や物価等の各種調査によると、減価償却費・物件費には明ら

４ 高齢社会対策の推進 

（１）介護報酬改定に向けて実施する介護事業経営実態調査等につ

いて更なる精緻化を進め、人件費割合や物件費・土地建物の取

得費等の実態の把握・分析を適切に行った上で、東京の実態に

合わせ、介護報酬へ適切に反映すること。 

（２）現下の物価高騰の影響も踏まえ、介護事業所・施設が安定的・

継続的に事業運営できるよう、適時・適切に介護報酬に反映す

ること。 
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かな地域差が生じている。また、施設サービスの居住費は原則利用者負担とされ

ているものの、居宅サービスにおいても一定の面積確保が設備基準で規定され、

その費用は介護報酬で賄うことが求められている。こうしたことから、人件費の

みならず物件費や土地・建物の調達費用についても、地域差を勘案すべきである。 

 現下の物価高騰については、令和３年４月に改定された現行の介護報酬には反

映されておらず、介護事業所・施設は厳しい経営環境に置かれている。このため、

各自治体においては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用

するなどして独自に支援しているが、当該交付金は臨時的なものとされており、

制度的な対応が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）介護報酬改定が、客観的で信頼性の高いデータに基づき行われるよう、介

護事業経営実態調査等について、各サービスの物件費や土地建物の取得費等

を含めた事業者の経営状況の把握・分析を行うなどの精緻化を進め、介護現

場の実態を適切に把握すること。 

   また、把握したデータについて、社会保障審議会介護給付費分科会等での

検討に資するよう、可能な限りその集計・分析の根拠等も併せて公表する

こと。 

（２）地域区分の級地の設定については、各区市町村からの意見を聴いた上で地

域の実情を踏まえた設定をすることや、隣接する保険者間の地域的な一体性

を確保するための調整を可能とするなど、広域的な調整等を行う仕組みにつ

いて、検討を行うこと。 

（３）介護報酬における各サービスの人件費割合については、介護事業の運営実

態を踏まえて適切に見直すこと。 

（４）物件費、特に土地・建物の取得費や賃借料等の地域差について、東京の実

態に合わせ、適切に介護報酬に反映すること。 

（５）現下の物価高騰の影響も踏まえ、介護事業所・施設が安定的・継続的に事 

業運営できるよう、適時・適切に介護報酬に反映すること。 
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参  考 

 

○令和３年度改定における介護報酬の地域区分と上乗せ割合 

 

地域区分 上乗せ割合 区市町村への適用 

１級地 ２０％ 特別区 

２級地 １６％ 町田市、狛江市、多摩市 

３級地 １５％ 

八王子市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、調布市、 

小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、 

国立市、清瀬市、東久留米市、稲城市、西東京市 

４級地 １２％ 立川市、昭島市、東大和市 

５級地 １０％ 福生市、あきる野市、日の出町 

６級地 ６％ 武蔵村山市、羽村市、瑞穂町、奥多摩町、檜原村 

７級地 ３％ なし 

その他 ０％ 
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、

八丈町、青ヶ島村、小笠原村 

 

 

○令和３年度改定における介護報酬の地域区分の適用状況（東京都多摩地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各市町村の地域区分に基づく上乗せ割合を記載（上段が本則に基づく上乗せ割合、下段が経過

措置を含めて適用された上乗せ割合）。令和３年度改定では、報酬単価の大幅な変更を緩和する

観点から設定された経過措置を令和５年度末まで引き続き適用。 

※当該地域を囲んでいる地域区分のうち一番低い地域区分の範囲内で選択する完全囲まれルール

では、他の都道府県内の地域を隣接地域から除くことができることが認められている。網掛け部

分は「完全囲まれルール」が適用された地域（平成３０年度改正が三鷹市、令和３年度改正が東

久留米市、瑞穂町、檜原村） 
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○各サービスの人件費割合の状況 

 

※厚生労働省「令和 2 年度介護事業経営概況調査」 

 

 

○介護従事者の月収（通常月の税込み月収）の地域差 

 東京都 愛知県 大阪府 福岡県 青森県 

所定内賃金（月給） 231,082 円 212,960 円 217,203 円 195,119 円 178,034 円 

資料：公益財団法人介護労働安定センター「令和２年度介護労働実態調査」 

 

○特別養護老人ホーム建設費の地域差 

 東京都 愛知県 大阪府 福岡県 青森県 全国平均 

平米単価 364 千円 291 千円 295 千円 (データなし) 258 千円 312 千円 

資料：独立行政法人福祉医療機構「令和２年度福祉・医療施設の建設費について」 

 

○消費者物価の地域差 

 東京都区部 名古屋市 大阪市 福岡市 青森市 全国平均 

指数 106.0 98.5 100.7 97.8 97.9 100.0 

資料：総務省統計局「令和２年小売物価統計調査（構造編）」 

 

○地価の地域差 

 東京都 愛知県 大阪府 福岡県 青森県 

住宅地平均価格

（／㎡） 
380,900 円 105,300 円 150,900 円 56,800 円 15,900 円 

資料：国土交通省「令和３年都道府県地価調査」 

 

 

 

 

サービス種類
介護報酬上の
人件費割合（A)

差（B-A)

訪問介護 65.8 % -4.2
訪問入浴介護 56.8 % -13.2
訪問看護 66.6 % -3.4
居宅介護支援 80.2 % 10.2
夜間対応型訪問介護 72.7 % 2.7
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 69.9 % -0.1

訪問リハビリテーション 65.1 % 10.1
通所リハビリテーション 52.7 % -2.3
短期入所生活介護 54.2 % -0.8
認知症対応型通所介護 55.5 % 0.5
小規模多機能型居宅介護 58.6 % 3.6
看護小規模多機能型居宅介護 61.8 % 6.8

通所介護 52.0 % 7.0
地域密着型通所介護 50.7 % 5.7
特定施設入居者生活介護 37.3 % -7.7
地域密着型特定施設入居者生活介護 49.2 % 4.2
認知症対応型共同生活介護 56.7 % 11.7
地域密着型介護老人福祉施設 54.9 % 9.9
介護老人福祉施設 52.1 % 7.1
介護老人保健施設 50.0 % 5.0
介護療養型医療施設 41.9 % -3.1

収入に対する
給与費の割合※（B)

70%

55%

45%
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○同一地域区分内の地価・家賃の比較 

 東京都府中市 愛知県名古屋市 兵庫県西宮市 

地域区分 ３級地 ３級地 ３級地 

住宅地平均地価（／㎡） 293,600 円 194,100 円 251,400 円 

家賃（民営借家）（／坪）   7,427 円 4,656 円 5,558 円 

資料：国土交通省「令和 3 年地価公示」 

総務省統計局「小売物価統計調査（動向編）令和３年平均」 

 

 

＜現状・課題＞ 

 人材不足が深刻な介護現場において、質の高い人材の確保・育成・定着に向け

ては、介護職員等の処遇改善とともに、資格・技能等に対する評価や、職責に応

じたキャリアパスや昇給の仕組み等の構築が必要である。 

 国は、平成２４年度に介護職員の処遇改善を目的とした介護職員処遇改善加算

を創設し、平成２７年度及び平成２９年度には、職位・職責等に応じた任用要件

や経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み等を要件に加算の拡充を図り、１

人当たり月額平均３万７千円相当の改善が行われている。加えて、令和元年１０

月の報酬改定において、勤続１０年以上の介護福祉士を対象に月額平均８万円相

当の処遇改善を行うことを算定根拠に、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設

された。 

 さらに、令和４年２月からは、介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取

組を行うことを前提として、収入を３％程度（月額９，０００円）引き上げるた

めの措置として、介護職員処遇改善支援補助金の制度が実施された。この補助金

では、補助額の３分の２以上は介護職員等の基本給等の引上げに使用することが

要件であり、令和４年１０月からの臨時の報酬改定において、この要件を引き継

いだ「介護職員等ベースアップ等支援加算」が設けられた。 

 しかしながら、これらの処遇改善加算はあくまでも経過的な取扱いであって、

恒久的なものでないことから、事業者が長期的な視点でキャリアパスや賃金体系

を構築することが難しい。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に、介護職員等ベ

ースアップ等支援加算が加わったことにより、事務手続きが更に煩雑となっ

ており、計画書等の様式の簡素化を図ることや、加算の算定要件を整理す

ること。 

（２）介護職員の処遇改善については、介護事業者が長期的な視点で介護人材の

確保・定着を図れるよう、介護報酬の基本部分に組み込むなど恒久的なもの

とすること。 

（３）介護事業者が介護人材の確保・育成・定着を図り、事業運営を

安定的に行うことができる介護報酬とすること。 
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＜現状・課題＞ 

 現行の介護報酬においては、例えば看護職員の常勤配置が必要な施設で一時的

に常勤職員が欠けることになった場合、常勤換算での必要数を満たしていても、

翌月の報酬が一律に３割減算されるなど、施設の安定的な運営に著しい影響を及

ぼすものとなっている。 

  また、福祉用具貸与の報酬について、離島等に所在する事業所は、運搬に要す

る経費として、貸与費の１００分の１００を上限に、特別地域加算を算定でき

る。しかし、本土から離島への運搬費が高騰している現状では、加算の上限を大

幅に超えるケースが生じており、事業所の負担となっている。加えて、貸与期間

が半月に満たない場合、貸与費本体が最大で半月分しか算定できないため、これ

に連動して特別地域加算も減額される仕組みとなっている。これら運搬に要す

る経費は、現状に適した額を加算として算定することが必要である。 

 このような状況は、平成３０年１０月からの貸与価格の上限設定により価格設

定に対する事業所の裁量の余地が狭まっていることと併せ、離島においては、事

業所の健全な運営に著しい影響を及ぼすものとなっており、利用者への安定的な

サービス提供に支障が生じないよう見直しをする必要がある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）職員配置が基準を下回った場合の介護報酬減算については、一律に３割減

算とすることなく、常勤換算や期間の長短などを考慮した段階的な設定と

し、施設の安定的な運営に配慮した制度とすること。 

（２）福祉用具貸与における特別地域加算について、上限の拡大や、貸与開始月

の福祉用具貸与費が半月分の場合でも、１月分の貸与費を特別地域加算の基

準とするなどの見直しを図ること。 

 

 

＜現状・課題＞ 

 介護保険施設の人員基準を含め多くの事項は、国が「従うべき基準」として定

めており、全国一律の居住費・食費の基準費用額の設定は、地価や物件費・人件

費の高い大都市東京の実態に即していないため、事業者が創意工夫しながら施設

運営を行うことが難しい状況にある。 

 加えて、食材料費や光熱費の値上げなど、現下の物価高騰により施設運営は更

なる影響を受けているが、令和３年８月に改定された現行の基準費用額には反映

されておらず、補足給付対象者の居住費・食費にかかる物価高騰分を転嫁できな

（４）良質な介護サービスの提供等に資する介護報酬とすること。 

（５）介護保険施設の居住費・食費の基準費用額について、東京の地

価等を反映したものとするとともに、現下の物価高騰の影響につ

いても、適時・適切に反映すること。 
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いため、施設の負担となっている。このため、各自治体においては、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用するなどして独自に支援している

が、当該交付金は臨時的なものとされており、制度的な対応が必要である。 

 

＜具体的要求内容＞ 

 健全な施設運営が可能となるよう、介護保険施設の居住費・食費について、低

所得者の負担増とならないよう配慮した上で、基準費用額を東京の地価等を反映

したものとするとともに、現下の物価高騰の影響についても、適時・適切に反映

すること。 

 

２ 認知症施策の総合的な推進 

（提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

令和元年６月、認知症施策推進大綱が取りまとめられ、認知症の人や家族の視

点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進することと

された。 

都における認知症高齢者は、令和元年度には４６万人であったが、令和７年に

は約５５万人になると見込まれている。こうした中、認知症になっても尊厳を保

ちながら、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、区市町村をはじめとする

関係機関と連携し、認知症施策を総合的に推進することが重要であり、特に、科

学的介護の推進、認知症の人と家族を支える医療・介護職等の人材育成、地域の

実情に応じた支援体制の構築が急務である。 

そのためには、国において、行動・心理症状（ＢＰＳＤ)等に対する効果が確認

された支援手法を速やかに普及するとともに、介護事業者が取り組みやすい仕組

みとする必要がある。 

また、都道府県や区市町村が効果的かつ効率的に事業を実施できる仕組みとす

る必要があるが、認知症施策推進大綱では、具体的な内容が明示されていないも

のがあるほか、都道府県や区市町村が実施すべき取組について一律にＫＰＩを定

めるなど、必ずしも地域の実情を十分に踏まえていない。 

認知症疾患医療センターについては、専門医療の提供、地域連携の推進、人材

育成など多くの機能を担っているため、関係機関が多く存在していることに加

え、人件費や物件費等が高いといった都市部の特性に合わせた配慮が必要である

が、国庫補助額が不十分な現状にある。 

あわせて、今後ますます増加する認知症の鑑別診断等を円滑に行っていくため

認知症施策を総合的に推進するため、十分な財源を確保するとと

もに、地域の実情に応じた取組が可能となるよう、必要な措置を講

じること。 
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には、認知症疾患医療センターと同等の機能を持つ医療機関も認知症の鑑別診断

等に積極的に取り組んでいくことが必要であるが、認知症専門診断管理料の対象

となっていない。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）認知症施策の具体的な事業内容や目標値を定める場合には、都道府県及び

区市町村の意見を幅広く聴取し、地域の実情に応じた事業を円滑に実施でき

る仕組みとすること。 

（２）行動・心理症状（ＢＰＳＤ)の改善等に効果的な支援手法について、普及を

促進するため、介護報酬での評価の対象とするなど事業者が継続して取り組

める恒久的な仕組みとすること。 

（３）認知症疾患医療センター運営事業に対する補助金について、事業内容や地

域特性に見合った十分なものとすること。 

（４）認知症専門診断管理料は、認知症疾患医療センターと同等の機能を持つ医

療機関も対象とするとともに、業務の実態に即した報酬水準とすること。 

 

- 229 -



  

（提案要求先 厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局） 

 

＜現状・課題＞ 

生活困窮者自立支援法に基づき、区市等が実施主体となり、自立相談支援事業な

どの必須事業に加え、地域の実情に合わせて、就労準備支援、子供の学習・生活支

援などの任意事業を実施している。 

各事業の補助基準額については、地方自治体の人口規模等に応じて上限が設定さ

れており、各種の任意事業を積極的に取り組む自治体ほど、基準額とのかい離が大

きくなる構造となっている。また、保護率の割合などにより加算される経過措置に

ついては、段階的に縮減し廃止していくとしている。今後、人材養成研修の実施や

先行事例の蓄積等により、実施自治体が段階的に増加していく見込みであることか

ら、財源不足が懸念される。さらに、新型コロナウイルス感染拡大の影響による離

職又は休業等に伴う収入減少により住居を失うおそれのある方等への継続的な支

援が必要となっており、相談支援員の増配置や住居確保給付金の支給等により地方

負担額も増大している。また、平成３０年６月に成立した改正法では、就労準備支

援事業及び家計改善支援事業については努力義務とされ、令和４年度までに全国的

な実施を目指すこととしているが、必須事業より補助率は低く、全ての自治体にお

いて実施体制を整備することは困難である。 

令和２年度から実施主体が都道府県に移管されている人材育成に関しては、自立

相談支援事業をはじめ、就労準備支援事業及び家計改善支援事業について、当面の

間、一部継続される国の従事者養成研修の受講が必要となるが、今後新たに事業に

従事する者も含めると、十分な実施規模とは言えない。また、専門性の向上を図る

ための現任研修など、従事者に向けた研修は、これまで実施されていない。 

現在示されている国の財政措置の内容も不十分であり、今後、養成研修の更なる

移管が進めば、都道府県の財政負担の増大が懸念される。 

５ 生活困窮者自立支援制度の充実 

多様な課題を抱える生活困窮者に対し、地域において総合的な支

援が実施できるよう、安定的かつ十分な財源確保を図るとともに、

相談支援員の増配置等による負担増に対する支援を行うこと。 

また、ハローワークが自治体との連携を強化し、生活困窮者に対

する実効性のある就労支援を実施すること。 

生活に困窮する方への効果的な支援策を早急に示すとともに、生

活困窮者自立支援法の見直しに当たっては、地方自治体の意見を十

分に取り入れて支援策を講じること。 
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生活困窮世帯の子供に対する支援としての子供の学習・生活支援事業は、生活習

慣・環境改善に関する支援等の取組への加算措置に加え、令和２年度から、実施箇

所数に応じた支援実績加算措置が図られることとなった。一方、生活困窮世帯の子

供へのバランスのとれた温かい食事提供などの経費は、補助対象から除外されてお

り、子供が安心して過ごせる居場所機能の充実に取り組む自治体を支援するための

財源措置が必要である。 

 就労訓練事業については、令和元年度から非雇用型の利用者向けの傷害保険加入

料等を補助できることとなったが、事業所に対する経済的インセンティブ支援とし

ては不十分であり、生活困窮者を受け入れることが困難となっている。また、改正

法では、自治体に対し認定就労訓練事業所の受注の機会の増大を図るように努める

こととされたが、その促進に向けた具体的な方策が示されていない。 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響による失業や休業に伴い収入が減少した生

活困窮者を対象とした生活福祉資金の特例貸付の申込は、令和４年９月まで行われ

ており、申込受理件数は、緊急小口資金で約２６万件、総合支援資金では約２０万

件となっている。また、償還免除については、①緊急小口資金、②総合支援資金の

初回貸付分、③総合支援資金の延長貸付分、④総合支援資金の再貸付けという資金

種類ごとに一括して行い、借受人と世帯主が住民税非課税であれば対象となること

が示された。 

 多様な課題を抱える生活困窮者の就労自立を促進するためには、就労準備支援や

就労訓練を経た上で、ハローワークの雇用開拓、職業紹介機能を有効に活用し、一

般就労を実現していく必要がある。 

 生活福祉資金の特例貸付が上限額に達した等の一定の生活困窮世帯に対し「新型

コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の支給が令和３年７月から開始され

たが、今後、失業や収入減少に伴う影響の長期化に加え、原油価格の高騰等で離職

を余儀なくされる方の増加も懸念される中で、生活に困窮する方への効果的な支援

策について検討し、それを早急に示すことが必要である。 

また、改正法附則では、法施行後５年を目途として、改正後の施行状況について

検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずることとしているが、そ

の実施に当たっては、引き続き実施主体の区市等の意見を十分踏まえるべきである。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）実施主体である区市等において、生活困窮者に対する包括的な支援が実施で

きるよう、実績に応じた国庫負担・補助基準額の引上げ及び就労準備支援・家

計改善支援両事業の補助率引上げを含め、十分な財源確保を図ること。また、

相談支援員の増配置等による負担増に対する支援を行うこと。 

（２）実施主体を都道府県に移管後も、一部継続される国の従事者養成研修につい

て、自立相談支援事業、就労準備支援事業及び家計改善支援事業の従事者の必

要数を踏まえ、必要な実施規模を確保すること。また、都道府県において、移

管される養成研修の対応や、現任研修も含めた更なる研修体系の充実が図れる

よう必要な財源の確保を図ること。 

（３）子供の学習・生活支援事業に関しては、地域の実情に応じ効果的な支援が実

施できるよう、国庫補助対象範囲を拡大すること。 
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（４）就労訓練事業の実施事業所の確保に向け、自治体による受注の機会の増大も

含め、民間事業者の積極的な参入を促進するための具体的な対策を講じること。 

（５）生活福祉資金の特例貸付における償還免除の適格要件等については、住民税

非課税世帯に限定しないなど、更なる検討を行い、その内容を早急に示すこと。

また、償還業務が終了するまでの都道府県社会福祉協議会の事務体制に対する

事務費を国が責任を持って確実に財源措置すること。 

（６）ハローワークにおいて、自治体に設置した常設窓口や巡回相談等のワンスト

ップ型の支援を充実させるとともに、自治体との連携を強化し、生活困窮者に

対する実効性のある就労支援を実施すること。 

（７）新型コロナウイルス感染拡大の影響の長期化に加え、原油価格の高騰等で離

職を余儀なくされる方の増加も懸念される中で、生活に困窮する方への効果的

な支援策について検討し、その内容を早急に示すこと。 

（８）生活困窮者自立支援法の見直しに当たり、生活困窮者の支援状況を把握する

とともに、実施主体である地方自治体の意見を十分に取り入れること。 

 

 

参  考 

 

 
○都内区市の任意事業の実施状況（国庫負担・補助金協議時点） 
 

区分 
就労準備 
支援事業 

一時生活 
支援事業 

家計改善 
支援事業 

子供の学習
・生活支援
事業 

その他 
事業 

２７年度 ２０ ５ １３ ２７ ２ 

２８年度 ２６ ８ ２３ ３９ ３ 

２９年度 ３０ ９ ３０ ４６ ３ 

３０年度 ３４ １０ ３５ ４７ ３ 

令和元年度 ３７ １０ ３８ ４７ ３ 

令和２年度 ４０ １０ ４４ ４８ ４ 

令和３年度 ４１ １０ ４５ ４８ ４ 

実施率 ８３.７％ ２０．４％ ９１．８％ ９８．０％ ８.２％ 

 
○令和３年度の都内区市の超過負担の状況（国庫負担・補助金協議時点） 
 

区分 自立相談支援事業 学習・生活支援事業 

所要額が基準額を超える区市 ６区５市 ６区１市 

平均超過率 １３．９％ ８２．２％ 

※自立相談支援事業については、上記以外の３区５市においても人口規模等により適用さ

れる基準額を超過していたが、厚生労働省との個別協議の結果、基準額が引き上げられて

いる。 
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○生活困窮者自立支援制度人材養成研修修了者数と事業従事者数の状況（東京都内） 
  

区分 

自立相談支援事業 
就労準備 
支援事業 

家計改善
支援事業 主任相談 

支援員 
相談 

支援員 
就労 

支援員 

平成２６年度修了者 １１人 １１人 １１人 － － 

平成２７年度修了者 １１人 １１人 １１人 １２人 ２０人 

平成２８年度修了者 ２３人 ２８人 １７人 １０人 １２人 

平成２９年度修了者 １６人 ２８人 １４人 １１人 １６人 

平成３０年度修了者 １５人 ２９人 １０人 １９人 ２９人 

令和元年度修了者 １８人 ３３人 １７人 １８人 ２２人 

令和２年度修了者 １７人 ４７人 ２１人 ３６人 ２３人 

令和３年度修了者 １７人 ４０人 ２９人 ５５人 ２０人 

修了者累計（都内） １３４人 ２２７人 １３０人 １６１人 １４２人 

事業従事者（都内） ７６人 ２７６人 １４５人 １３８人 １１６人 

うち専従 ３４人 １００人 ３２人 ３１人 １９人 

うち兼務 ４２人 １７６人 １１３人 １０７人 ９７人 

※研修修了者数は、修了後の異動、退職等を含む。 

※事業従事者数は、令和２年９月末時点。 

 

 

○居場所機能等の充実に関する都内区市の検討状況 

 実施したい 検討中 

区 ４ １２ 

市 ２ ７ 

合計 ６ １９ 

（平成２８年２月調査） 

 

○就労訓練事業等の認知度、就労訓練事業の認定取得意向 
 

就労訓練事業等の認知度 構成比 就労訓練事業の認定取得意向 構成比 

就労準備支援事業及び就労訓練事業
の両方について知っている 18.4% 認定を取得する意向あり 3.0% 

就労準備支援事業についてのみ知っ
ている 2.9% 

類似事業を実施するが、認定は取
得しない予定 0.8% 

就労訓練事業のみ知っている 3.9% 
事業（類似事業を含む）は、実施
しない予定 47.4% 

就労準備支援事業も就労訓練事業
も、ともによく知らない 74.0% 検討中／わからない 47.0% 

無回答 0.8% 無回答 1.8% 

合計 100% 合計 100% 

出典：「就労準備支援事業及び就労訓練事業（中間的就労）に関するアンケート調査等報

告書」（平成 26 年 12 月東京都福祉保健局）。アンケート回答数 1,079 社/4,000 社 
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○生活福祉資金特例貸付申込受理件数 

 

緊急小口資金 
総合支援資金 

初回 延長 再貸付 

２６４，３９８ １９６，４６４ ９５，２１２ １２２，５３８ 

※件数は、令和４年１０月１４日時点の速報値 

 

○都内自治体のハローワーク常設窓口、巡回相談、就職支援ナビゲーターの状況 
 

区分 区 市 合計 

自治体常設窓口 １９カ所  ４カ所 ２３カ所 

巡回相談 １８カ所 ２０カ所 ３８カ所 

就職支援ナビゲーター ７７人 ２８人 １０５人 

※就職支援ナビゲーターは、ハローワークと自治体常設窓口を合わせた人数 

（令和４年４月末時点） 
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（提案要求先 内閣官房・内閣府・法務省・厚生労働省） 

（都所管局 福祉保健局・総務局） 

 

＜現状・課題＞ 

令和元年（２０１９年）末に発生した新型コロナウイルス感染症は、我が国を

含む世界各地域に拡散した。特に、本年当初及び夏のオミクロン株流行下におい

ては、急激なスピードで感染が拡大し、保健所や医療機関への著しい負荷や医療

提供体制のひっ迫を招くとともに、自宅で療養する患者が急増した。また、検査

需要が高まり、全国的に、抗原定性検査キット等が一時的に不足する事態も生じた。 

こうした中、都では、先手を打った病床確保、高齢者や妊婦を受け入れる臨時

の医療施設の設置、大規模接種会場設置によるワクチン接種の加速化及び、中和

抗体薬や経口抗ウイルス薬の積極的活用、自主検査等で陽性疑いが判明した方を

オンラインで診断する陽性者登録センターの開設など、戦略的に取組を展開して

きた。 

本年９月８日に示された「Ｗｉｔｈコロナに向けた政策の考え方」において、

国は、社会経済活動との両立をより強固なものとした新たな段階に移行するとし、

全国一律での全数届出の見直しを図るとともに、オミクロン株対応ワクチンの接

種促進等の取組を進めているが、コロナとの共存に向けては、コロナに対する基

本的な方向性をより明確にするなど、更なる検討を行うとともに、必要な法制度

の改正や運用の見直し、財政措置など、新たな感染の波を見据えた体制構築を進

６ 新興・再興感染症対策の充実 

（１）感染状況に応じて水際対策及びサーベイランスの強化を迅速に

図るとともに、ウイルスの特性を踏まえた的確な対応を行うこと。 

（２）検査を確実に実施するための医薬品の供給や体制整備の支援等

を行うこと。 

（３）積極的疫学調査や感染拡大防止の指導など、まん延防止のため

の多岐にわたる取組を行う保健所の機能強化に取り組むこと。 

（４）患者に対し、症状に応じた適切な医療を確実に提供するための

取組の強化を図ること。 

（５）ワクチン及び治療薬の確実な供給を行うこと。 

（６）国全体としての基本的な方向性を国が一層明確に示すととも

に、感染症法上の位置付け等について、実態に応じた見直しを行

うこと。 
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める必要がある。 

また、感染拡大期において、社会経済活動との両立を図りながら、医療のひっ

迫を回避し、都民・国民一人ひとりの命と健康を守るためには、国と都が一層緊

密に連携し、これまでの知見を活かした実効性のある対策を実施していく必要が

ある。 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）感染状況に応じて水際対策及びサーベイランスの強化を迅速に図るととも

に、変異株の特性を踏まえた的確な対応を行うこと。 

ア 変異株等の発生状況を注意深く監視し、その特性に関する科学的知見の

収集・分析を速やかに進め、自治体に対し、正確かつ迅速な情報提供を行

うこと。 

イ 国外の変異株の発生状況に応じて、検疫体制を強化するとともに、国の

責任において帰国者・入国者等への基本的感染防止対策の周知、一時滞在

施設の確保や陽性と判明した者の入院又は施設での療養の徹底、健康監視

対象者等の入国後の情報の確実な把握、保健所へ迅速な連絡を行う体制の

確立など、必要な対策を講じること。 

ウ 検疫事務について、デジタル化などにより、利用者への負担軽減など、 

利便性の向上を図ること。 

（２）検査を確実に実施するための医薬品の供給や体制整備の支援等を行うこと。 

  ア 行政検査、施設等での集中的検査、感染拡大時における無症状者への検 

査などに対し、医薬品の確保と確実な供給を図るとともに、検査体制確保    

のための必要な支援を行うこと。特に、季節性インフルエンザとの同時流

行に備え、コロナとインフルエンザを同時に検出できる検査キットを戦略

的に確保すること。 

    また、ＯＴＣ製品として承認されている抗原検査キットについて、感染

拡大期においても国民が確実に入手できるようにすること。 

  イ 集中的実施計画に位置付けて実施する検査について、行政検査や独自検    

査等の区分に関わらず、国の責任において、全額、確実な財源措置を行う    

こと。また、自治体が行う検査に新型コロナウイルス感染症対応地方創生    

臨時交付金を確実に充当できるよう、地方単独事業分の増額など財源措置 

を行うこと。 

  ウ 国のＰＣＲ等検査無料化における「感染拡大傾向時の一般検査事業」に    

ついて、全額国が費用負担すること。 

  エ 変異株への対応を含め必要な検査が広く行われるよう、新たな検査手法    

の開発等を継続的に行うとともに、地方衛生研究所や民間検査機関等の検    

査処理能力向上のための支援の拡充を図り、検査体制の強化を図ること。 

（３）積極的疫学調査や感染拡大防止の指導、入院勧告の実施など、まん延防止

のための多岐にわたる取組を行うこととなる保健所の機能強化に取り組むこ

と。また、保健所・都道府県・医療機関等をはじめとした関係者間の情報共

有に用いる新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理システム（ＨＥＲ－

ＳＹＳ）については、健康観察に活用するＭｙ ＨＥＲ－ＳＹＳの運用も含め、
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安定化に努めるとともに、自治体や医療機関等の意見を踏まえながら改善を

進めていくこと。 

（４）新型コロナウイルス感染症の患者に対し、症状に応じた適切な医療を確実

に提供するための取組の強化を図ること。 

  ア 感染状況や医療機関の需要を踏まえ、病床確保や診療体制の確保等のた

め、引き続き必要な財源を確実に措置すること。 

    病床確保料の取扱いについては、感染の状況や地域の実情に応じた医療

提供体制を確保することができるよう、都道府県が制度を柔軟に運用でき

るようにすること。なお、国から示された病床確保料の再見直しにおいて、

都道府県知事の判断で調整の対象外とすることが出来る条件が示された

が、都道府県知事が判断するにあたり、考え方や基準を明示すること。 

    自治体におけるオンライン診療体制については、今冬の感染ピーク時に

おける外来ひっ迫を回避するための緊急避難的な措置であり、全額を国費

の対象とすること。 

    小児医療機関については、コロナとインフルエンザの同時流行下におい

て、小児が発熱した際には、地域の発熱外来やかかりつけ医を受診すると

されていることから、診療・検査医療機関であるか否かに関わらず、コロ

ナ疑い患者を診察した場合の診療報酬の加算を認めること。 

休日や年末年始期間の外来医療体制を確保するため、診療や検査を行う

医療機関に支払う協力金について、国費の充当を認めること。 

イ  療養期間が終了した高齢者等の入院患者について、療養病床への転院を

促進するため、要介護の患者を受け入れられるよう、診療報酬の見直しや

周知を図るなど、介護と医療の両立に取り組むこと。 

ウ  急激な感染拡大により、医療提供体制のひっ迫度が高じた場合に近隣都

道府県間等における広域的な患者受入れ・搬送等が円滑に進められるよう、

要請基準や適用例の整理も含め早期に課題を整理し、実施体制の整備を進

め、また、そのための搬送体制の整備も含め必要な財源を措置すること。 

エ  国立病院機構、地域医療機能推進機構など国所管の公的病院において、

中等症以上の高齢患者を積極的に受け入れること。また、感染拡大時にお

いては臨時の医療施設等への人材派遣など地域に必要な医療機能の確保の

ための支援を引き続き行うこと。 

オ  通常診療を担う医療機関においても、医療提供体制が確実に維持される 

よう、医療機関の実情を踏まえた財政支援を講じること。 

また、感染状況の沈静化後に通常診療を再開する際も、診療体制の移行 

や実際の患者受入れまでに相当程度の期間を要すること、風評等の影響も 

懸念されること等を十分に考慮し、医療機関に対し必要な財政支援策を講 

じること。 

カ 新型コロナウイルス感染症による後遺症の実態把握や治療、相談支援等

の実施体制の整備を進めること。 

（５）ワクチン・治療薬の確実な供給を行うこと。 

   更なる追加接種が必要となる場合には、必要なワクチンの早期確保と十分

な量の迅速な供給を図るとともに、適時の情報提供など、自治体との連携を
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きめ細かく行うこと。また、デジタル化等による実務面の改善・効率化を進

めること。 

   国産ワクチン・治療薬の開発・早期の実用化に向けた取組を推進するとと

もに、経口抗ウイルス薬や中和抗体薬などの治療薬を必要な患者に迅速に投

与できるよう、流通体制の改善に取り組むこと。 

（６）国は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の措置を緩和し、新型コロ

ナウイルス対策の新たな段階に移行する方向性を示した。その上で、今後の

世界的な感染の動向を踏まえながら、ウイルス学的な見地やリスク評価も含

めて、Ｗｉｔｈコロナにおける感染対策のあり方について引き続き検討する

としている。 

新型コロナウイルスとの共存を一層進めるために、新型コロナウイルス感

染症に対する国全体としての基本的な方向性を国が一層明確に示すととも

に、新型コロナウイルスの特性を踏まえて、感染症法や特措法上の位置付け

について、実態に応じた見直しを行うなど、コロナとの共存に向けた具体的

な取組を進めること。 
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